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片品村における女性職員の活躍の推進及び次世代育成支援対策に関する特定事業主行動計画 

 

令和８年４月１日   

片 品 村 

片 品 村 議 会 

片 品 村 教 育 委 員 会 

片 品 村 監 査 委 員 会 

片品村選挙管理委員会 

片 品 村 農 業 委 員 会 

 

 

 片品村における女性職員の活躍の推進及び次世代育成支援対策に関する特定事業主行動計

画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

27年法律第 64号）第 19条及び次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）第 19

条第 1項に基づき、片品村、片品村議会、片品村教育委員会、片品村監査委員会、片品村選

挙管理委員会、片品村農業委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 

 

 

１．計画期間  

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

２．計画の推進体制  

  本村では、組織全体で継続的に女性職員の活躍及び次世代育成支援を推進するため、

「片品村特定事業主行動計画推進委員会」を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づ

く取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととしてい

る。 

 

３．現状・数値目標・今後の取組等 

  女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、村長部局、議会事務局、教育

委員会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局において、そ

れぞれの職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき課題について分

析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍及び次世代育成支援を推進するため、

次のとおり目標を設定し、取組を実施する。  
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■職員採用関係■ 

 

＜現状＞ 

 ◯過去５年間における採用試験受験者及び採用者数 

 受験者（人） 女性比率 

（％） 

採用者（人） 女性比率 

（％） 計 男 女 計 男 女 

令和3年度採用 ４ ４ ０ ０ １ １ ０ ０ 

令和4年度採用 ４ ３ １ ２５．０ ４ ３ １ ２５．０ 

令和5年度採用 ５ ２ ３ ６０．０ ２ ２ ０ ０ 

令和6年度採用 １０ ４ ６ ６０．０ ５ １ ４ ８０．０ 

令和7年度採用 ７ ４ ３ ４３．０ ３ ２ １ ３３．０ 

計 ３０ １７ １３ ４３．３ １５ ９ ６ ４０．０ 

 

 ◯職員に占める女性職員の割合 

 職 員 数（人） 女性比率 

（％） 計 男 女 

平成26年度 ９２ ５４ ３８ ４１．３ 

令和2年度 ８７ ４５ ４０ ４６．０ 

令和7年度 ８１ ４３ ３８ ４７．０ 

 

 

＜目標＞ 

・令和１２年度までの職員に占める女性職員の割合を、令和 7年度までの実績を踏まえ、

引き続き４５％以上とし、それを維持する。 

 

 

＜取組内容＞ 

・今後も職員の男女構成比を考慮しながらバランス良く採用するとともに、意欲的で優秀

な人材確保に努める。 

・男女ともに柔軟な働き方ができるような職場環境整備を行い、女性の継続就業を図るた

めの職員配置に努める。 
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■職員登用関係■ 

 

＜現状＞ 

 ◯各役職段階の職員の女性割合 

 女性比率（％） 

係長相当職 課長補佐相当職 課長相当職 

平成26年度 ４５．５ ２５．０ ９．０ 

令和2年度 ４７．４ ５８．３ １１．１ 

令和7年度 ７７．８ ２５．０ ２５．０ 

  

＜課題＞ 

・令和３年度からの５年間で、課長補佐相当年代（おおむね５０歳代）の女性職員の退

職や課長相当職への昇任のため、もともと減少傾向だった年代がさらに減少し、課長

補佐相当職の女性登用が困難となっている。 

 

 

＜目標＞ 

・令和１２年度までの係長相当職の女性割合について、４５％以上を維持する。 

・令和１２年度までの課長補佐相当職の女性割合について、令和２年度の実績を踏まえ、 

５０％以上を目指す。 

・令和１２年度までの課長相当職の女性割合について、令和７年度の実績とほぼ同等の 

２０％以上を維持する。 

 

 

＜取組内容＞ 

・係長・課長補佐・課長の各役職段階における中長期的な人材確保を念頭においた人材育

成を行う。 

・様々な業務スキルの習得のため、女性職員の配属先に係る配慮や各種研修（県機関等が

主催する外部研修等）への積極的な派遣を行う。 
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■継続就業及び仕事・家庭の両立■ 

 

＜現状＞ 

 ◯平均継続勤務年数の状況 

 平均継続勤務年数（年） 

男 女 差（男-女） 

平成26年度 ２６．８ ２２．４   ４．４ 

令和2年度 ２３．８ ２０．５   ３．３ 

令和7年度 １８．３ １８．９ －０．６ 

 

 ◯育児休業の取得率及び年次休暇の取得率 

 男女別の育児休業取得率（％） 年次休暇平均取得率 

（％） 男 女 

平成26年度 対象者なし １００ １１．８ 

令和元年度 ０ １００ ３８．２ 

令和6年度 １００ １００ ４４．５ 

   ＊それぞれの年度の当初 4月1日現在で判明している数値であるため、育児休業・年次休暇の 

取得率については、令和 2年度は令和元年度分の、令和 7年度は令和6年度分の取得率で計上 

 

＜目標＞ 

・平均継続勤務年数の差異について、令和１２年度まで令和７年度の実績（－０．６

年）とほぼ同等の１年以下を維持する。 

・育児休業を取得する職員の割合を男女共に引き続き１００％にする。 

・令和１２年度まで引き続き、職員の年次休暇の平均取得率を４０％以上にする。 

 

＜取組内容＞ 

・ワークライフバランス推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づくり

を推進する。 

・男性職員へ出産や育児にまつわる休暇制度についての周知を図るとともに、職場の意

識改革を行いながら、さらに男性の育児休業等の取得促進を図る。 

・職員から出産予定の報告があったときは、各所属において業務遂行の工夫等を行い、

育児休業を取得しやすい職場環境の醸成に努める。 

・年次休暇の積極的な取得を促すため、各所属で職員の業務分担の見直し等を定期的に

行い、業務負荷の分散等による各職員の業務量の平準化を図る。 
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■次世代育成支援対策関係■ 

１ 職員の勤務環境の整備に関するもの 

○妊娠中及び出産後における配慮 

・母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周

知を図る。 

・妊娠中の職員の健康や身体の安全に対し特に配慮する。 

・妊娠中の職員に対しては、時間外勤務命令の発令について特に配慮する。 

○時間外勤務の縮減 

・各所属内や人事担当課からの直接の声かけや電子メール等による注意喚起を図ると

ともに所属長による定時退庁の推進を図る。 

・連絡事務については、電子メール・電子掲示板を活用したり、定例・恒常的業務に

係る事務処理のマニュアル化に努めるなど、事務の簡素合理化を推進する。 

○休暇取得の促進 

・大型連休期間、夏季等における連続休暇、子どもの学校行事等、家族との触れ合い

のための年次休暇取得の促進を図る。 

・子どもの看護のためや家族の短期介護のための特別休暇について、職員に周知を図

るとともに、当該特別休暇の取得を希望する職員が円滑に取得できる環境を整備す

る。 

○不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等 

・職員が働きながら不妊治療に係る受診継続ができるよう、勤務時間、休暇その他の

利用可能な制度の周知や管理職に対する意識啓発等を通じて、不妊治療を受けやす

い職場環境の醸成等を図る。 

○人事評価への反映 

・仕事と生活の調和の推進に資するような効果的な業務運営や良好な職場環境づくり

に向けてとられる行動については、人事評価において適切に評価を行う。 

２ その他の次世代育成支援対策に関するもの 

○子育てバリアフリー 

・外部からの来庁者の多い庁舎において、妊産婦や子どもを連れた方が安心して利用

できる環境整備に努める。 

・妊産婦や子どもを連れた方へは特に配慮した応接対応等に努める。 

○子ども・子育てに関する地域貢献活動 

・運動会等の各種イベントやレクリエーション活動への職員の積極的な参加を促し、

子どもを含めた家族で参加できるように支援する。 

・子どもを安心・安全な環境で育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯

活動や社会参加支援の活動等への職員の積極的な参加を促す。 

 


